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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
平
成
二
十
年
度
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返
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の
関
与
に
関
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再
質
問

に
対
す
る
答
弁
書

一
、
二
、
五
か
ら
十
一
ま
で
及
び
十
三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
行
事
の
実
施
に
際
し
て
は
、
外
務
省
と
し
て
は
、
主
催
者
側
と
の
事
前
の
調
整
を
行
う
と
と
も
に
、
開
催
当
日

に
は
、
石
�
聖
子
（
橋
本
聖
子
）
外
務
副
大
臣
が
参
加
し
、
出
発
式
で
挨
拶
文
を
読
み
上
げ
た
後
に
、
行
進
の
出
発
を
見
送

っ
た
。
ま
た
、
中
曽
根
弘
文
外
務
大
臣
及
び
同
外
務
副
大
臣
が
御
指
摘
の
行
事
の
協
力
団
体
で
あ
る
社
団
法
人
千
島
歯
舞
諸

島
居
住
者
連
盟
の
理
事
長
ほ
か
と
、
谷
崎
泰
明
欧
州
局
長
が
御
指
摘
の
行
事
の
主
催
者
で
あ
る
北
方
領
土
隣
接
地
域
振
興
対

策
根
室
管
内
市
町
連
絡
協
議
会
の
会
長
ほ
か
と
そ
れ
ぞ
れ
面
会
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
外
務
省
か
ら
職
務
と
し
て
御
指
摘
の

行
進
自
体
に
参
加
し
た
職
員
は
い
な
い
が
、
外
務
省
と
し
て
必
要
な
協
力
及
び
関
与
を
行
っ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
職
務

以
外
で
御
指
摘
の
行
進
自
体
に
参
加
し
た
外
務
省
職
員
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
と
し
て
承
知
し
て
い
な
い
。

内
閣
府
と
し
て
は
、
主
催
者
側
と
の
事
前
の
調
整
等
を
行
う
と
と
も
に
、
開
催
当
日
に
は
、
佐
藤
勉
内
閣
府
特
命
担
当
大

臣
（
沖
縄
及
び
北
方
対
策
）
が
参
加
し
、
出
発
式
で
挨
拶
文
を
読
み
上
げ
、
職
員
が
行
進
に
参
加
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
内

閣
府
と
し
て
必
要
な
協
力
及
び
関
与
を
行
っ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

一



三
及
び
四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
挨
拶
文
は
、
石
�
聖
子
（
橋
本
聖
子
）
外
務
副
大
臣
の
意
向
を
踏
ま
え
て
外
務
省
に
お
い
て
作
成
し
た
も
の
で

あ
る
。

十
二
及
び
十
四
に
つ
い
て

北
方
領
土
問
題
に
つ
い
て
は
依
然
と
し
て
日
露
間
に
意
見
の
相
違
が
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
に
、
メ
ド
ヴ
ェ
ー
ジ
ェ
フ
・
ロ

シ
ア
連
邦
大
統
領
と
の
間
で
は
、
北
方
領
土
問
題
の
最
終
的
解
決
に
向
け
た
決
意
を
確
認
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
外
務

省
と
し
て
は
、
外
国
政
府
と
の
交
渉
を
所
掌
事
務
と
し
て
お
り
、
我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
北
方
四
島
の
帰
属
の
問
題
を

解
決
し
て
、
ロ
シ
ア
連
邦
と
の
間
で
平
和
条
約
を
締
結
す
る
た
め
、
今
後
と
も
ロ
シ
ア
連
邦
政
府
と
強
い
意
思
を
も
っ
て
交

渉
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

二


